
 墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２１年６月２５日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇    

 

墨田区条例第２６号 



   墨田区特別区税条例等の一部を改正する条例 

 （墨田区特別区税条例の一部改正） 

第１条 墨田区特別区税条例（昭和３９年墨田区条例第４３号）の一部を次のように

改正する。 

  第２０条第１項に次の１号を加える。 

  ⑶ 所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の３の規定により特定寄附金とみ

なされるものを含む。）のうち、区内に主たる事務所又は事業所を有する法人

又は団体に対するもの 

  付則第３条中「（昭和３２年法律第２６号）」を削り、「本条」を「この条」に

改める。 

  付則第３条の５の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（区民税の住宅借入

金等特別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年」の次に「（次条において

「居住年」という。）」を加え、同条第３項中「区民税の納税通知書が送達された

後に区民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において、当該納税

通知書が送達される時までに区民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されな

かったことについて、区長においてやむを得ない理由があると認めるとき、又は」

を削り、同条の次に次の１条を加える。 

 第３条の５の２ 平成２２年度から平成３５年度までの各年度分の区民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１

条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平成１８年まで

又は平成２１年から平成２５年までの各年である場合に限る。）において、前条

第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第５項に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１８条及び第１９条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

 ２ 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。 

  ⑴ 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第２３条第１項の規定による申

告書（その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出 



されたもの及びその時までに提出された第２４条第１項の確定申告書を含む。） 

に租税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控

除に関する事項の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると区長が認める場合を含む。） 

  ⑵ 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の

属する年の１月１日現在において法第３１７条の６第１項の規定によって給与

支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている者であって、

前年中において給与所得以外の所得を有しなかったものが、前年分の所得税に

つき租税特別措置法第４１条の２の２の規定の適用を受けている場合 

 ３ 第１項の規定の適用がある場合における第２０条の２及び第２０条の３第１項

の規定の適用については、第２０条の２中「前２条」とあるのは「前２条並びに

付則第３条の５の２第１項」と、第２０条の３第１項中「前３条」とあるのは

「前３条並びに付則第３条の５の２第１項」とする。 

  付則第４条第２項中「付則第３条の５第１項」の次に「、付則第３条の５の２第１

項」を加える。 

  付則第８条第３項第２号中「、付則第３条の５第１項」の次に「、付則第３条の

５の２第１項」を加え、「第２０条第１項前段」を「第２０条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第８条第１項に規定する上場株式等に

係る配当所得の金額」と、同項前段」に、「及び付則第３条の５第１項」を「、付

則第３条の５第１項及び付則第３条の５の２第１項」に改める。 

  付則第９条第３項第２号中「、付則第３条の５第１項」の次に「、付則第３条の

５の２第１項」を加え、「及び付則第３条の５第１項」を「、付則第３条の５第１

項及び付則第３条の５の２第１項」に改める。 

  付則第１０条第１項中「第３５条第１項」の次に「、第３５条の２第１項」を加

え、同条第３項第２号中「、付則第３条の５第１項」の次に「、付則第３条の５の

２第１項」を加え、「及び付則第３条の５第１項」を「、付則第３条の５第１項及

び付則第３条の５の２第１項」に改める。 

  付則第１１条第１項及び第２項中「平成２１年度」を「平成２６年度」に改め、



同条第３項中「第３５条」を「第３５条の２」に、「第３７条の９の４」を「第３

７条の９の５」に改める。 

  付則第１２条第５項第２号及び付則第１３条第２項第２号中「、付則第３条の５

第１項」の次に「、付則第３条の５の２第１項」を加え、「及び付則第３条の５第

１項」を「、付則第３条の５第１項及び付則第３条の５の２第１項」に改める。 

  付則第１３条の２の見出し中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め、同

条第１項中「という。）」の次に「又は同条第１項に規定する特定保有株式（以下

この項において「特定保有株式」という。）」を、「当該特定管理株式」の次に

「又は特定保有株式」を加える。 

  付則第１４条第２項及び第６項中「第３７条の１２の２第５項」を「第３７条の

１２の２第１１項」に改める。 

  付則第１４条の２第１項中「事業所得又は」を「事業所得、譲渡所得又は」に、

「事業所得及び」を「事業所得、譲渡所得及び」に、「金額及び」を「金額、譲渡

所得の金額及び」に改め、同条第２項第２号中「、付則第３条の５第１項」の次に

「、付則第３条の５の２第１項」を加え、「及び付則第３条の５第１項」を「、付

則第３条の５第１項及び付則第３条の５の２第１項」に改める。 

  付則第１４条の４第２項第２号及び第５項第２号中「、付則第３条の５第１項」

の次に「、付則第３条の５の２第１項」を加え、「及び付則第３条の５第１項」を

「、付則第３条の５第１項及び付則第３条の５の２第１項」に改める。 

 （墨田区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 墨田区特別区税条例の一部を改正する条例（平成２０年墨田区条例第３０号） 

の一部を次のように改正する。 

  付則第１条第２号中「第１５項」を「第１３項」に改め、同条第３号中「次条第

１６項から第２０項まで」を「次条第１４項から第１８項まで」に改める。 

  付則第２条第８項中「平成２２年１２月３１日」を「平成２３年１２月３１日」

に、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「当該上場株

式等に係る課税配当所得の金額の１００分の１．８」に改め、同項各号を削り、同

条第１１項中「（次項及び第１４項において「源泉徴収選択口座内配当等」とい



う。）」を削り、同条中第１２項を削り、第１３項を第１２項とし、第１４項を削

り、第１５項を第１３項とし、第１６項を第１４項とし、同条第１７項中「平成２

２年１２月３１日」を「平成２３年１２月３１日」に、「平成２０年改正令附則第

７条第１１項」を「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一

部を改正する政令（平成２０年政令第１５２号）附則第７条第１０項」に、「次の

各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「上場株式等に係る課税

譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項の規定により読み替

えて適用される新条例付則第１３条第２項の規定により読み替えて適用される新条

例第１７条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００

分の１．８」に改め、同項各号を削り、同項を同条第１５項とし、同条第１８項中

「付則第２条第１７項」を「付則第２条第１５項」に改め、同項を同条第１６項と

し、同条第１９項中「第１７項」を「第１５項」に改め、同項を同条第１７項とし、

同条第２０項中「第１７項」を「第１５項」に改め、同項を同条第１８項とし、同

条第２１項を同条第１９項とし、同条第２２項中「平成２２年１２月３１日」を

「平成２３年１２月３１日」に改め、同項を同条第２０項とする。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条中墨田区特別区税条例付則第３条の５の見出しを削る改正規定、同条の

前に見出しを付する改正規定、同条第１項の改正規定、同条の次に１条を加える

改正規定並びに同条例付則第４条第２項、付則第８条第３項第２号、付則第９条

第３項第２号、付則第１０条第３項第２号、付則第１２条から第１３条の２まで、

付則第１４条第２項及び第６項、付則第１４条の２第２項第２号並びに付則第１

４条の４第２項第２号及び第５項第２号の改正規定 平成２２年１月１日 

 ⑵ 第１条中墨田区特別区税条例第２０条第１項に１号を加える改正規定、同条例

付則第３条、付則第３条の５第３項、付則第１０条第１項及び付則第１１条第３

項の改正規定並びに第３項及び第４項の規定 平成２２年４月１日 



 ⑶ 第１条中墨田区特別区税条例付則第１４条の２第１項の改正規定 平成２３年

１月１日 

 （区民税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の墨田区特別区税条例

（以下「新条例」という。）の規定中区民税に関する部分は、平成２１年度以後の

年度分の区民税について適用し、平成２０年度分までの区民税については、なお従

前の例による。 

３ 新条例第２０条第１項第３号の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成２１

年１月１日以後に支出する同号に規定する寄附金について適用する。 

４ 新条例付則第３条の５第３項の規定は、平成２２年度以後の年度分の区民税につ

いて適用し、平成２１年度分までの区民税に係る同項に規定する区民税住宅借入金

等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。 


